
令和７年６月

潟 上 市 財 政 報 告 書

秋田県　潟上市



（令和７年３月３１日現在）

（１）一　般　会　計

収 入 率

計 上 半 期 下 半 期 計

（A) 4/1～9/30 10/1～3/31 （B）

1 市 税 2,890,972 △ 123,238 2,767,734 1,619,414 1,099,510 2,718,924 98.2 

2 地 方 譲 与 税 144,801 364 145,165 42,103 105,220 147,323 101.5 

3 利 子 割 交 付 金 700 0 700 445 577 1,022 146.0 

4 配 当 割 交 付 金 7,000 0 7,000 1,738 10,786 12,524 178.9 

5
株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金

6,000 0 6,000 0 19,421 19,421 323.7 

6
法 人 事 業 税
交 付 金

35,000 0 35,000 20,436 17,470 37,906 108.3 

7
地 方 消 費 税
交 付 金

725,000 0 725,000 423,702 346,566 770,268 106.2 

8
自動車税環境性
能 割 交 付 金

9,000 0 9,000 3,722 7,163 10,885 120.9 

9 地方特例交付金 38,000 129,686 167,686 167,686 1,091 168,777 100.7 

10 地 方 交 付 税 6,201,876 429,771 6,631,647 4,347,390 2,284,257 6,631,647 100.0 

11
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

1,000 0 1,000 976 891 1,867 186.7 

12
分 担 金 及 び
負 担 金

28,793 0 28,793 13,202 14,113 27,315 94.9 

13
使 用 料 及 び
手 数 料

180,969 0 180,969 92,144 80,426 172,570 95.4 

14 国 庫 支 出 金 2,685,069 468,718 3,153,787 1,025,966 1,751,664 2,777,630 88.1 

15 県 支 出 金 1,078,695 151,600 1,230,295 248,411 434,058 682,469 55.5 

16 財 産 収 入 2,403 10,572 12,975 3,554 15,818 19,372 149.3 

17 寄 付 金 364,201 190,750 554,951 62,005 477,622 539,627 97.2 

18 繰 入 金 1,112,127 92,375 1,204,502 0 1,116,377 1,116,377 92.7 

19 繰 越 金 817,686 94,086 911,772 911,773 △ 1 911,772 100.0 

20 諸 収 入 342,850 99,901 442,751 50,698 269,272 319,970 72.3 

21 市 債 889,587 142,100 1,031,687 0 308,487 308,487 29.9 

17,561,729 1,686,685 19,248,414 9,035,365 8,360,788 17,396,153 90.4 

＊　予算現額、収入済額に前年度からの繰越明許費、事故繰越分を含む。

１　収入及び支出の概況

歳   入
（単位：千円、％）

予   算   現   額 収   入   済   額

区       分

歳  入  合  計

９ 月 末
予 算 現 額

補 正
予 算 額

(B)/(A)
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（令和７年３月３１日現在）

支出率

計 上 半 期 下 半 期 計

（Ａ） 4/1～9/30 10/1～3/31 （Ｂ）

1 議 会 費 166,947 1,657 168,604 93,899 68,636 162,535 96.4 

2 総 務 費 2,637,507 1,036,765 3,674,272 1,312,822 1,624,163 2,936,985 79.9 

3 民 生 費 6,412,376 191,669 6,604,045 3,146,482 2,731,352 5,877,834 89.0 

4 衛 生 費 1,161,352 62,940 1,224,292 548,777 298,704 847,481 69.2 

5 労 働 費 2,646 393 3,039 1,186 1,385 2,571 84.6 

6 農林水産業費 336,242 80,130 416,372 196,795 111,553 308,348 74.1 

7 商 工 費 517,170 17,747 534,917 325,341 134,261 459,602 85.9 

8 土 木 費 1,777,973 275,118 2,053,091 1,207,965 386,026 1,593,991 77.6 

9 消 防 費 990,359 814 991,173 547,374 411,820 959,194 96.8 

10 教 育 費 1,756,231 22,978 1,779,209 975,877 331,925 1,307,802 73.5 

11 災 害 復 旧 費 85,092 0 85,092 78,218 0 78,218 91.9 

12 公 債 費 1,708,995 △ 80 1,708,915 861,009 845,768 1,706,777 99.9 

13 予 備 費 8,839 △ 3,446 5,393 0 0 0 0.0 

17,561,729 1,686,685 19,248,414 9,295,745 6,945,593 16,241,338 84.4 

＊　予算現額、支出済額に前年度からの繰越明許費、事故繰越分を含む。

＊　補正予算額に予備費支出及び流用増減額を含む。　

歳   出
（単位：千円、％）

予   算   現   額 支　　出　　済　　額

区       分

歳  出  合  計

９ 月 末
予 算 現 額

補 正
予 算 額

(B)/(A)
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（２）特　別　会　計 （令和７年３月３１日現在）

（単位：千円、％）

収支差引額

上 半 期 下 半 期 計（B） 上 半 期 下 半 期 計（C） （B)－（C)

国民健康保険事業特別会計 3,605,656 1,550,411 1,428,311 2,978,722 82.6 1,340,341 1,785,643 3,125,984 86.7 △ 147,262

後期高齢者医療特別会計 431,413 186,874 237,713 424,587 98.4 97,941 288,242 386,183 89.5 38,404

介護保険事業特別会計 4,387,255 2,091,867 2,099,558 4,191,425 95.5 1,592,043 2,017,454 3,609,497 82.3 581,928

豊川財産区特別会計 1,553 730 817 1,547 99.6 37 1,330 1,367 88.0 180

和田妹川財産区特別会計 557 356 199 555 99.6 143 207 350 62.8 205

飯塚財産区特別会計 1,051 464 586 1,050 99.9 241 406 647 61.6 403

合       計 8,427,485 3,830,702 3,767,184 7,597,886 90.2 3,030,746 4,093,282 7,124,028 84.5 473,858

　＊　予算現額、収入済額、支出済額には前年度からの繰越明許費を含む。

　＊　収入済額、支出済額の上半期は４月１日から９月３０日、下半期は１０月１日から３月３１日までの実績数値である。

収      入      済      額 支      出      済      額
区        分

予算現額
（A)

収入率
（B)/(A)

支出率
（C)/(A)
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（令和７年３月３１日現在）

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

（A) （B) （C) （D) （C)/(A) （D)/(B) （C)/人口 （D)／人口

1,213,694 1,291,837 449,202 1,089,817 37.0 84.4 14,348 35,049 

個 人 分 1,130,894 1,141,620 370,220 941,716 32.7 82.5 11,825 30,286 

法 人 分 82,800 150,217 78,982 148,101 95.4 98.6 2,523 4,763 

1,345,919 1,345,823 955,457 1,294,216 71.0 96.2 30,518 41,623 

固 定 資 産 税 1,343,466 1,343,370 953,004 1,291,763 70.9 96.2 30,440 41,544 

国 有 資 産 等
所 在 市 交 付 金

2,453 2,453 2,453 2,453 100.0 100.0 78 79 

123,752 128,731 118,264 125,154 95.6 97.2 3,777 4,025 

116,866 226,002 96,455 209,669 82.5 92.8 3,081 6,743 

37 68 36 68 97.3 100.0 1 2 

0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 

2,800,268 2,992,461 1,619,414 2,718,924 383.4 470.6 51,725 87,442 

＊　上半期は令和６年９月末、下半期は令和７年３月末の実数である。

＊　一人当たり負担額は、９月末、３月末の住民基本台帳人口から算出している。

　（令和６年９月末　31,308人、令和７年３月末　31,094人）

９月末住基人口 31,308 人

３月末住基人口 31,094 人

２　住民負担の状況
（単位：千円、％、円）

調定額（千円） 収入済額（千円） 収入率（％） 一人当たり負担額（円）

区　　　　　分

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

鉱 産 税

入 湯 税

合 計
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　（１）有価証券 千円

　（２）出 資 金 千円

　（３）基    金 千円

（内　訳）

・財 政 調 整 基 金 1,794,310 　　・減 債 基 金 161,857

・合併振興基金 141,658 　　・豊川財産区財政調整基金 40,865

・ふるさと応援基金 426,529 2,926

・国保財政調整基金 774,874 　　・飯塚財産区財政調整基金 1,113

13,000 　　・森林環境譲与税基金 26,506

・介護給付費準備基金 424,474 　　・過疎地域持続的発展基金 32,108

112,981 7

　（４）市債及び一時借入金の現在高

①市債現在高

財務省 ゆうちょ銀行 金融機構 市中銀行
その他の
金融機関

秋田県

15,055,394 3,792,086 56,393 493,535 9,745,518 967,862 0

3,205,698 2,710,516 0 297,182 198,000 0 0

5,127,056 1,922,282 279,989 1,389,035 1,426,272 109,478 0

23,388,148 8,424,884 336,382 2,179,752 11,369,790 1,077,340 0

②一時借入金現在高

　・一般会計及び各特別会計の３月末の一時借入金はありません。

　（５）債務負担行為の状況

・令和７年以降の支出予定額 2,184,848 千円

３ 財産､市債及び一時借入金現在高（令和７年３月３１日現在）

802 

144,918 

3,953,208 

（単位：千円）

　　・和田妹川財産区
　　　財政調整基金

・国保高額療養費及び
　出産費貸付基金

・公共施設等総合管理基金
　　・まち・ひと・しごと
　　　創生基金

（単位：千円）

内                   訳

一般会計

水道会計

下水道会計

合  計

区  分 現在高
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令和6年度

水道事業業務状況報告書
(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

秋田県潟上市



(1) 業務の状況

ア. 給水の状況

件 件 件 件 件

千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥

千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥

％ ％ ％ ％ ％

千円 千円 千円 千円 千円

(2)　建設工事の概要（繰越事業含）

（単位　千円）

主な発注済工事（５０万円以上）

ア．取水施設整備事業

昭和浄水場取水ポンプ更新工事

天王出戸第一浄水場取水施設改修工事

イ．浄水施設整備事業

天王出戸第二浄水場非常用発電機蓄電池更新工事

水道施設（昭和浄水場監視計装設備ほか）更新工事

天王出戸第一浄水場次亜タンク更新工事

ウ．配水施設整備事業

追分地区水道管路更新工事（第１工区）

追分地区水道管路更新工事（第２工区）

水道施設（昭和浄水場監視計装設備ほか）更新工事

エ．営業設備費

オ．設計業務委託

水道施設整備費補助金要望・精算資料等作成業務委託

水道管路更新工事（追分地区）積算資料作成業務委託

令和６年度国補正　水道施設整備補助金要望・精算資料

作成業務委託

36,806

1,023

給水件数 11,149 11,207
％

１. 事業概要

比較

％

有収水量 2,483

30,251

11,292

81.78 83.77 83.37

△ 1.90

11,368

△ 2.08
％

35,518 R6.8.27

項　目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
令和５年度との

％

配水量 3,042 2,942 2,945 2,889

76 0.67

△ 56

有収率 △ 0.16

2,465 2,455 2,404 △ 51

△ 0.19
％

給水収益 529,923 524,655 527,679 575,908 48,229 9.14

83.21

予算額 契約額 契約日

15,455 14,979 R6.6.11

4,070 3,927 R6.7.17

726 R6.5.1

331,254 319,661 R6.8.27

671

R6.9.252,761 2,618

R6.6.11

41,613

30,899

40,635 R6.6.11

1,188

R6.4.24

1,162 R6.4.16

935

990 880 R7.1.31
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4.補助金 110,266 21,982 88,284 19.94

3.予備費 20,000 0 20,000

5.固定資産売却代金

２. 経理の状況

(1) 予算の執行状況（消費税及び地方消費税込）

　①収益的収入及び支出

科目 予算額（A) 執行額（B）
予算残高 執行率

（A－B) （B／A）

収
入

千円 千円 千円 ％

1.水道事業収益 695,693 662,462 33,231 95.22

1.営業収益 622,911 602,293 20,618 96.69

2.営業外収益 72,780 60,169 12,611 82.67

3.特別利益 2 0 2 0.00

支
出

1.水道事業費用 595,461 643,372 △ 47,911 108.05

1.営業費用 530,628 586,291 △ 55,663 110.49

2.営業外費用 59,560 56,782 2,778 95.34

3.特別損失 273 299 △ 26 109.52

4.予備費 5,000 0 5,000 0.00

　②資本的収入及び支出

科目 予算額（A) 執行額（B）
予算残高 執行率

（A－B) （B／A）

収
入

千円 千円 千円 ％

１．資本的収入 625,619 319,934 305,685 51.14

1.企業債 394,000 235,300 158,700 59.72

2.出資金 121,352 62,652 58,700 51.63

3.負担金 1 0 1 0.00

0 0 0 －   

6.その他資本収入 0 0 0 －   

511,629 474,348 51.89

1.建設改良費 747,889 293,541 454,348 39.25

2.企業債償還金 218,088 218,088 0 100.00

　③たな卸資産購入限度額

0.00

支
出

1.資本的支出 985,977

科目 予算額（A) 執行額（B）
予算残高 執行率

（A－B) （B／A）
％

たな卸購入限度額 8,775 5,680 3,095 64.73

(2) 企業債機関別償還状況

千円 千円 千円

借入先 前年度末残高 借入金 償還金
令和７年３月末

現在未償還残高
千 円 千円 千円 千円

財 務 省 2,847,179 37,300 173,963 2,710,516

地方公営企業等金融機構 341,307 44,125 297,182

秋 田 銀 行 0 198,000 0 198,000

　令和７年３月３１日現在、借入実績なし

合　　計 3,188,486 235,300 218,088 3,205,698

(3) 一時借入金の状況
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（総　則）

第１条 令和７年度 潟上市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給水戸数 11,422 戸
（２） 年間総配水量 ㎥
（３） 一日平均配水量 8,146 ㎥
（４） 主要な建設改良事業

○ 取水設備費 25,001 千円
○ 浄水設備費 93,974 千円
○ 配水設備費 79,427 千円
○ 営業設備費 27,824 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 水道事業収益 千円

第１項 営業収益 千円

第２項 営業外収益 53,534 千円

第３項 特別利益 2 千円

第１款 水道事業費用 千円

第１項 営業費用 千円

第２項 営業外費用 59,000 千円

第３項 特別損失 4 千円

第４項 予備費 5,000 千円

（資本的収入及び支出）

第1款 資本的収入 179,896 千円

第１項 企業債 144,000 千円

第２項 出資金 35,892 千円

第３項 負担金 1 千円

第４項 補助金 1 千円

第５項 固定資産売却代金 1 千円

第６項 その他資本収入 1 千円

第1款 資本的支出 465,851 千円

第１項 建設改良費 226,227 千円

第２項 企業債償還金 219,624 千円

第３項 予備費 20,000 千円

700,047

646,511

支　　　　　　　　　　出
667,805

603,801

支　　　　　　　　　　出

令和7年度　潟上市水道事業会計予算

2,973,290

収　　　　　　　　　　入

第４条
資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足
する額２８５，９５５千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１７，９２６千円、当年
度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２０，５０１千円、過年度分損益勘定留保資金１８５，７
９２千円及び当年度分損益勘定留保資金６１，７３６千円で補てんするものとする。）

収　　　　　　　　　　入
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（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

144,000 千円

144,000 千円

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

（１） 職員給与費 47,586 千円

（他会計からの補助金）

（たな卸資産の購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，０６０千円と定める。

証書借入
または

証券発行

3.5％以内（ただし、
利率見直し方式で
借り入れる資金につ
いて、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し後
の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合はその債権者と協定する
ところによる。ただし、市財政
の都合により据置期間及び償
還期間を短縮し、もしくは繰上
償還又は低利に借換えするこ
とができる。

計

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の
経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

水道施設更新事業

第９条 簡易水道債、上水道債、児童手当に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、
２，２４２千円である。
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令和6年度

下水道事業業務状況報告書
(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

秋田県潟上市



（単位：千円）

該当なし

（単位：千円）

ア.秋田湾・雄物川流域下水道事業

流域下水道事業建設負担金

流域下水道事業建設負担金（繰越）

1. 事業の概況

（１）業務の状況

項　目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和5年度

比較

総処理水量
千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥ ％

3,379 3,200 3,020 2,263 △ 757 △ 25.07

有収水量
千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥ ％

2,704 2,668 2,670 2,592 △ 78 △ 2.92

下水道等使用料
千円 千円 千円 千円 千円 ％

469,736 463,747 464,311 496,344 32,033 6.90

（２）建設工事の概要（繰越事業含）

主な発注済工事（５０万円以上） 予算額 契約額 契約日

（３）建設負担金の概要（繰越事業含）

主な建設負担金（５０万円以上） 予算額 負担額 支払日

35,415 11,600 R07.03.21

11,309 9,447 R07.02.13
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－   

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況（消費税及び地方消費税込）

①収益的収入及び支出

科　　　　　目 予算額（A) 執行額（B）
予算残高 執行率
（A－B) （B／A）

収
　
入

千円 千円 千円 ％

1.下水道事業収益 1,018,726 1,007,275 11,451 98.88

1.営業収益 457,259 505,566 -48,307 110.56

2.営業外収益 561,461 501,617 59,844 89.34

3.特別利益 6 92 -86 1,533.33

支
　
出

1.下水道事業費用 1,016,517 956,642 59,875 94.11

1.営業費用 905,334 850,607 54,727 93.96

2.営業外費用 110,077 105,842 4,235 96.15

3.特別損失 6 193 -187 3,216.67

4.予備費 1,100 0 1,100 0.00

②資本的収入及び支出

科　　　　　目 予算額（A) 執行額（B）
予算残高 執行率

（A－B) （B／A）

収
　
入

千円 千円 千円 ％

1．資本的収入 393,760 347,158 46,602 88.16

1.企業債 231,300 204,700 26,600 88.50

2.出資金 81,726 61,726 20,000 75.53

3.補助金 80,607 80,607 0 100.00

4.負担金 124 125 -1 100.81

5.その他資本収入 3 0 3 0.00

支
　
出

1.資本的支出 657,090 631,358 25,732 96.08

1.建設改良費 46,724 21,047 25,677 45.05

3.企業債償還金 610,366 610,311 55 99.99

2.投資その他資産購入費 0 0 0

（２）企業債機関別償還状況

借　　入　　先 前年度末残高 本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高

千 円 千円 千円 千円

財 務 省 2,151,098 228,816 1,922,282

日 本 郵 政 グ ル ー プ 360,360 0 80,371 279,989

地方公共団体金融機構 1,552,987 21,000 184,952 1,389,035

秋 田 銀 行 1,341,778 183,700 99,206 1,426,272

秋 田 信 用 金 庫 126,444 0 16,966 109,478

借入実績なし

合　　　　　計 5,532,667 204,700 610,311 5,127,056

（３） 一時借入金の状況
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（総　則）

第１条 令和７年度 潟上市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 排水戸数 戸
（２） 年間総処理水量 ㎥
（３） 一日平均処理水量 ㎥
（４） 主要な建設改良事業

○ 管路建設改良費 千円
○ 流域下水道建設負担金 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第1款 下水道事業収益 千円

第１項 営業収益 千円

第２項 営業外収益 千円

第３項 特別利益 千円

第1款 下水道事業費用 千円

第１項 営業費用 千円

第２項 営業外費用 千円

第３項 特別損失 千円

第４項 予備費 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額２８３，０６５千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，１０７千円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４，８２３千円、過年度分損益勘定留保資金

５８，７９６千円及び当年度分損益勘定留保資金２１８，３３９千円で補てんするものとする。）

第1款 資本的収入 千円

第１項 企業債 千円

第２項 出資金 千円

第３項 補助金 千円

第４項 負担金 千円

第５項 その他資本収入 千円

第1款 資本的支出 千円

第１項 建設改良費 千円

第２項 企業債償還金 千円

令和７年度　潟上市下水道事業会計予算

11,718
3,218,449

8,817

44,083

収　　　　　　　　　　入

8,965

1,023,266

457,382

565,878

6

支　　　　　　　　　　出

1,023,266

925,945

96,215

6

1,100

収　　　　　　　　　　入

364,014

594,031

232,600

48,026

83,318

67

3

支　　　　　　　　　　出

647,079

53,048
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（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職員給与費 千円

（他会計からの補助金）

第10条 経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、２９９，８６４千円である。

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

事　　　項 期　　　間 限　　度　　額

千円

流域下水道事業 44,000 千円

資本費平準化債

　令和７年度に公共下水道等への接続を行っ
た場合、水洗便所等改造資金として１，０００千
円を限度に融資あっせんした額の６０ヶ月以内
元金均等償還で年利５．０％以内の利子に相
当する額の利子補給

令和７年度水洗便所等改造資金 令和８年度から

融資あっせん補助金交付 令和１２年度まで

25,916

計 232,600 千円

公共下水道事業 8,900 千円

証書借入
または

証券発行

3.5％以内（ただ
し、利率見直し
方式で借り入れ
る資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合はその
債権者と協定するところ
による。ただし、市財政の
都合により据置期間及び
償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に
借換えすることができる。

169,000 千円

特別措置分 10,700
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